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○釧路市阿寒町社会福祉センター条例施行規則 

平成１７年１０月１１日 

釧路市規則第９２号 

改正 平成１９年３月３０日規則第３８号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、釧路市阿寒町社会福祉センター条例（平成１７年釧路市条例第８６号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第2条 釧路市阿寒町社会福祉センター（以下「社会福祉センター」という。）の開館時間

は、午前９時から午後９時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更

することができる。 

（休館） 

第3条 社会福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたと

きは、これを変更することができる。 

(1) 日曜日 

(2) １２月３１日から翌年の１月５日までの日（第３号に掲げる日を除く。） 

(3) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（使用手続） 

第4条 条例第３条第１項に規定する申請書は、使用申請書（様式第１号）とする。 

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を認め

たときは、使用承認書（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

（使用料の減免） 

第5条 条例第５条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。 

(1) 市又は教育委員会が主催する行事等に使用する場合 

(2) 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）に規定する障害者及びその団体が使用す

る場合 

(3) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校及び児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第７条に規定する保育所が行事等に使用する場合 

(4) 前３号に定めるもののほか、市長が認めた団体が行事等に使用する場合 

（委任） 

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町社会福祉センター条例施行規則（平

成１５年阿寒町規則第３８号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの

規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第３８号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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様式第1号（第４条関係） 

様式第2号（第４条関係） 

 


